
【くらしの講座実施概要】

【受付の方法】

   住民の方が企画する研修会などに消費生活相談員等が講師として地域の公民館等
に出向き、消費生活に関する講座を実施します。
  疑似体験・寸劇に参加する、実際にクーリング・オフのハガキを書いてみる等、
楽しく受講し学ぶことが出来ます。

　 講　　師・・・消費生活相談員等、ご希望のテーマに応じた講師を派遣します。
　対象人数・・・原則10名以上です。
　　　　　　　　（受講者リストの提出は不要です。）
　講座時間・・・1時間程度、ご相談により決定します。
　開催日時・・・平日10：00～16：00
               （土・日・祝日・年末年始は、受付け出来ません。）
　費　　用・・・無料です。
　講座資料・・・消費生活センターで準備します。
　
※営利（参加費徴収等）を目的とした団体等への講座はできません。
※開催日、内容によっては、ご希望に添えないこともありますので、予めご了承くださ
い。

※まずは、電話でお問い合わせください。
・おおむね1ヶ月前に「くらしの講座開催依頼書」（別紙）を提出していただきます。
・会場の手配をお願いします。

  お知らせ！　飯塚市・嘉麻市・桂川町　の皆様へ

消費生活「くらしの講座」（無料）
を受けてみませんか？



 住生活に関すること

・製品事故から身を守るため
　に
・電力自由化と省エネ
・部屋の整理と収納方法
・保険と医療サービス
・ジェネリック薬品
・葬儀の流れとトラブル防止

 通信サービス

・インターネットのトラブル
・スマホ・携帯電話トラブル
・ネット通販の利用と注意点

高齢化社会

・終活～エンディングノート
・相続、遺言書の書き方
・成年後見人制度
・年金制度
・介護保険制度

　生活経済に関すること

・生命保険の基礎知識
・住まいの保険
・クレジットカードのトラブルと
　利用法
・多重債務

・環境に配慮した暮らし方
・食品ロス

 くらしに関すること

・悪質商法の手口と対処法
・高齢者を狙った悪質商法
・悪質商法に遭わないために
・地域で悪質商法を防ごう

・クリーニング～トラブル事例
　と対処法
・衣類の表示～洗濯表示
・衣類の管理～洗剤、防虫剤
　等

・住まいづくりセミナー～住ま
　い に関すること
・住宅リフォームの注意点
・不動産の賃貸借トラブル
・高齢者向け住宅

　住所：飯塚市吉原町6番1号　あいタウン 2Ｆ こども・若者プラザいいづか内
　電話：０９４８－２２－０８５７　　ＦＡＸ：０９４８－２２－０８９７

〈飯塚市消費生活センター〉

・食生活と健康
・食品表示
・食品の安全
・健康食品の利用方法

・最近の契約トラブル
・高齢者に多い契約トラブル
・契約の解除とクーリングオフ
・消費者トラブルに遭わない
　ために

　 食生活に関すること

環 　 境

【　講座の内容　】

　  契約に関すること   悪質商法に関すること     衣生活に関すること

標記以外のテーマでの講座をご希望
の場合は、ご相談に応じます。

詳しくは、下記にお問い合わせください。


